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調 査 報 告 書 

 

調査した概要は次のとおりであります。 

 

記 

 

１ 調査者氏名  星雅俊、阿部和芳、都甲マリ子、楯石光弘 

 

２ 調 査 期 間  令和７年８月６日（水）から 

 令和７年８月８日（金）まで  ３日間 

 

３ 調査地及び調査内容 

 （１）徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト事業について」 

 （２）広島県尾道市「地域包括ケアシステムの取組について」 

 （３）広島県「小中学校における個別最適な学びと校内フリースクールについて」 

 

４ 調 査 目 的 

 （１）徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト事業について」 

地方自治体のごみ処理対策は、身近な行政サービスとして重要であり、また、カラ

ス、ごみ置き場管理など苦情も多い行政テーマである。 

石巻地方でも２市１町で広域行政事務組合を組織し焼却処理をしているが、耐用年

数もあり建て替えを検討中である。今後のごみ処理の基本的な方向性である循環型社

会の形成、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進、低炭素化の沿う行政

執行が急務であり、その参考とするもの。 

 

 （２）広島県尾道市「地域包括ケアシステムの取組について」 

尾道市では、地域包括ケアシステムの更なる充実に向けて、他職種連携、保健事業

と介護予防の一体的実施、相談し合える関係づくりの構築、重層的支援体制整備事業

では、おのまる会議を発足し、高齢、障害、子育て、生活困窮などのワンストップ相



談窓口や地域の居場所づくりに市関係部署、関係機関と実施している。 

このことから、尾道市の取組みを学び、今後の本市事業の参考とするもの。 

 

 （３）広島県「小中学校における個別最適な学びと校内フリースクールについて」 

広島県教育委員会では、不登校児童生徒数が年々増加傾向にあることを背景に、

2019年から学びの変革推進部に個別最適な学び担当を新設し、主体的な学びの実現に

向け、多様な選択肢と自己決定を意識した教育活動を進めている。中でも、学校との

つながりが途切れないための居場所づくりとして、スペシャルサポートルーム（校内

フリースクール）を小中学校等に設置し、教室への復帰を目的とせず、誰かに相談す

る力、自分の強みを生かす力、苦手な場面でSOSを出せる力を育んでいる。 

このことから、広島県教育委員会での取組みを学び、今後の本市事業の参考とする

もの。 

 

５ 調 査 概 要 

（１）徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト事業について」 

 【挨  拶】 上勝町副町長 重田 秀紀 氏 

 【事業説明】 合同会社パンゲア 最高責任者 野々山 聡 氏 

 上勝町の概要 

  ・人口 1,307 人／704 世帯（2025 年８月１日）、高齢化率 52.95％ 

  ・面積 109.63 ㎢（88％が森林、うち 80％が人口林）標高 100ｍ～700ｍ 

  ・歴史 昭和 30 年、高鉾村と福原村が合併 

      昭和 61 年 彩事業スタート 

      平成 15 年 ゼロ・ウェイスト宣言 

  ・産業 農業（彩・香酸柑橘など）、林業 

     ※日本で最も美しい村連合に加盟しており、美しい棚田、紅葉、柿、椿の葉っぱ

や桜、桃の花を料理につま物として商品化する彩農業のまち（昭和 61 年事業

開始）彩農業のまちとしても知られている。 

  ・まちづくり…目標：循環型社会をリードするまち（環境保存） 

         若者が住みたくなるような魅力ある街（人口定住） 

         地域経済の家政科が図れる街（経済・雇用） 

 

「ゼロ・ウェイスト事業」宣言（平成５年） 

   日本で初めて宣言をし、「無駄・ごみ・浪費」をなくすという考えのもと、日々の行

いを徹底的に見直し、街全体の意識、物の使い方、暮らしの価値観が変え、2020 年に

リサイクル率 81.1％達成。 



１ 地球を汚さない人づくりに努めます。 

２ ゴミの再利用・再循環化を進め、2020 年までに償却・埋め立て処分を失くす最善

の努力をします。 

３ 地球環境をよくするため世界中に多くの仲間をつくります。 

（効果）宣言から20年後 2020年で資源化80％ 達成出来ない約20％（汚物等） 

 

なぜ、宣言したのか？ 

「野焼き」→「焼却炉導入」→「焼却委託」→「分別開始」→「ゼロ・ウェイスト宣言」 

野 焼 き：元々町内のゴミ処理は、地域内の山林で「野焼き」 

焼却炉導入：ダイオキシン類対策特別措置法 2000 年施行され、焼却機２台導入したが

１台からダイオキシンが発生し、徳島県から是正勧告を受ける。 

焼 却 委 託：コンテナで他県へ輸送し焼却委託料が年間 3,150 万円（コンテナ１台 17

万円）と多額の費用がかかる。 

分 別 開 始：町財政が圧迫するため、町民にゴミ分別の協力を求め、有価物は売却する

事にした。住民がステーションにごみを持って来て、自ら 45 区別に分け

る。ただし、ステーションに搬入出来ない町民は、職員が２ヶ月に１回自

宅訪問し、分別作業を手伝い回収する。（対象 39世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）広島県尾道市「地域包括ケアシステムの取組について」 

広島県の東南部・瀬戸内海のほぼ中央に位置し、古くから造船業、海運業により栄えた。

「瀬戸内の十字路」とも呼ばれ交通・物流の広域的拠点。 

人口約125,000人、高齢化率37.3％、坂・文学・芸術・寺・猫のまち。 

 

＊幸齢 社会おのみち ～住み慣れた地域で元気でいきいきと暮らすために～ 

「幸齢社会おのみち」の実現に向けた取り組みについて 

＜取組背景＞ 

 社会・地域：超少子高齢化、高齢者１人・２人暮らし世帯増加、認知症増加 

  介護分野：専門職の不足、給付の増大、保険料の高騰、課題の多様化・複雑化 

⇒「自立支援」「地域の力」「多職種連携」⇒「地域包括ケア」で、みんなで対応! 

 

介護保険計画に継続して掲げる 

「基本理念」めざす姿 幸齢社会おのみち 歳を重ねる事に幸せを感じられる社会 

～住み慣れた地域で元気でいきいきと安心してくらすために～ 

 

地域で暮らす高齢者（家族・病気・お金・介護等 問題複雑化）ネットワークを組み、

みんなで考えないと対応できない。 

地域包括支援センター（専門職）と生活支援コーディネーター（地域づくり）が中心 

に情報共有 

 

尾道市地域包括ケア連絡協議会（平成28年7月設立） 

（会員） 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、中核病院地域連携室、介護保険施設連絡協議会 

介護支援専門員連絡協議会（ケアマネ協）、訪問介護事業所、訪問看護連絡協議会 

地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生児童委員協議会、認知症家族会 等 

（オブザーバー） 

広島県東部厚生環境事務所・東部保健所、 

尾道市（高齢者福祉課、健康推進課、保険年金課） 

（目的） 

①医療・介護のレベルアップ 

②医療・介護・行政の連携システムの確立（ネットワーク構築） 

③地域課題解決に向けた検討、政策提言 

 

 

 

 

 



（連携取組一例） 

①尾道市在宅介護・介護連携ガイドブック 

②医療機関情報連携シート（ケアマネ初心者でも医師の方との連携しやすい情報） 

③ねこのて手帳(高齢者にやさしい日常の便利情報満載、電球交換、食材配達) 

④自分ノート（これまでの人生を振り返り、これからの人生について考える） 

 

支えあい上手な地域づくり（生活支援体制整備事業） 

介護が必要になったときは、専門職の介護保険サービスも利用できるが、ちょっとした

ご近所の気遣いやお手伝いで解決することもある。「地域の力」の源である「互助」をサ

ポートしつつ、「自助・互助・共助・公助」をつなぎ合わせていく取組。 

（取組一例） 

毎週の水曜日、デマンド型乗り合いタクシーで、ＡＩが効率的送迎ルート、住民が運行

に合わせＡコープでシルバーリハビリ体操教室、利用の方のみ買い物５％割引 

 

シルバーリハビリ体操教室 住民主体の介護予防（フレイル予防） 

「シルバーリハビリ体操指導士」の養成を通じて、体操の普及と、住民主体の介護予防・

地域づくりを進める。 

（シルバーリハビリ体操指導士） 

役割 ①ボランティアで地域の高齢者にシルバーリハビリ体操を指導する。 

    ②尾道市と連携して地域づくりを担う。 

受講資格 ①尾道市民 

②常勤の職についていない60歳以上 

③ボランティア可能 

認定要件 シルバーリハビリ体操指導士養成講習会を全て受講し、市長の認定を受ける。 

現状：体操指導士448名、定期開催教室119か所超え、 

    90歳を超える指導士も元気に活躍中（令和７年３月現在） 

 

尾道市の考え方 

介護保険は「自立を支援する」ことで、何でもお手伝いする、してあげる、ではない。 

 

◎「自立」とは 

高齢者が自分の望む生活を送るために、自分の状況を知り、その力を発揮して生きがい

や役割を持ち、たとえ支援を受けるようになってもできる限りの努力をし、自分らしく生

活していくこと。 

◎「自立支援」とは 

高齢者本人を取り巻く環境から個人を知り、本人や家族、近隣住民等の支援者で情報を

共有し、高齢者本人の尊厳を尊重するとともに、本人の能力と意欲を最大限に引き出し、

自分らしく生活できるように環境を整えること。 



◎「自立支援型ケアマネジメント」とは 

「自立支援」の考え方を踏まえ、介護支援専門員等をはじめとする多職種が連携・協働

し、高齢者本人の目標が達成できるケアマネジメントに取り組むこと。 

 

尾道市自立支援型地域ケア会議 

事業対象者 要支援１・要支援２で、状態改善が見込まれる高齢者 

開催目的 ①課題解決や状況改善に導き、自立を促し、ＱＯＬの向上目指す。 

      ②多職種からの助言で予防に資するケアプランとケア等の提供 

      （薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、 

歯科衛生士、主任介護支援専門員、生活支援コーディネーター） 

      ③事例を積み重ね、新たな社会資源の開発や政策形成につなげる。 

開催頻度 ２か月に１回、一部日常生活圏域ごとでも開催。 

具体的事例 （地域ケア会議で検討したケアプラン） 

利用者の状態 生活不活発により下肢機能の低下が顕著（要支援２） 

利用者の課題 入浴ができない（入浴できるようになる余地あり） 

認定期間 ６か月 

ケアマネが立てた目標 ケア会議で修正した目標 

 清掃の保持に努める（安全に入浴する） 
 ６か月後自分で入浴することができる 

※アドバイス、デイサービスで筋力強化 

 デイサービスで週２回風呂に入る  浴室改修・補助用具、低栄養、歯・口腔等 

問題点 デイサービスでは入浴できても自宅でできない。 

（お世話型のケアマネジメント 自立支援型のケアマネジメント） 

 

保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

目的 広島県広域連合からの委託に基づき、地域の特性や健康課題、高齢者一人一人の

状況を把握し、庁内関係部署が相互に連携して保健と介護予防を一体的に取り組

むことで、高齢者が地域で健康的な生活を送ることを目的とする。 

 

①ハイリスクアプローチ（高齢者に対する個別的支援） 

Ａ「健康状態不明者」Ｒ４北部・Ｒ５中央・Ｒ６向島・Ｒ７瀬戸田 

●対象 後期高齢者のうちデータ上、健診、介護情報がない、健康状態不明な人 

●方法 筆問表やアンケート郵送、未回収者には再送や訪問、電話にて回収 

健康課題人に対し、個別介入、必要な人に専門職訪問、保健事業等に繋ぐ 

◎結果 78人中69人、回収率88.5％、介入率87.2％ 健康課題あり41人 

介護サービスへ11人、地域包括支援センターへ22人、健診勧奨１人 

Ｂ「重複・多剤投薬者への相談・指導」全県域 

●目的 薬剤の処方服薬状況を評価し、主体的に治療、薬害の回避、医療費適正化 

●内容 国保データベースの情報から対象者に送付書、薬剤師会等協力のもと指導。 



●対象 ①重複投薬者、②多剤投薬者、③その他、相互作用、慎重投与の該当者 

●時期 ７月下旬に通知書発送 

◎結果 Ｒ６年度 3,695名に通知 

 

◆多剤処方 26.8％改善（757／2,827）   ◆重複服用 66.1％改善（338／511） 

◆多剤投薬 9.0剤→8.7剤 0.3剤の減薬   ◆重複投薬 9.9→8.8 1.1剤減等 

 

②ポピュレーションアプローチ（集団指導） 

Ｃ通いの場における「おのみちフレイル予防チャレンジ」 

●時期 通年 

●概要 通いの場において、フレイル予防について、栄養・運動・口腔衛生等の面か

ら啓発することで、元気な高齢者を増やすもの。 

     市の地区担当保健師より各地区の包括支援センターとも連携し、必要に応

じて個別に健診や医療の受診勧奨、短期集中介護予防教室や介護サービス等

の利用勧奨につなぐ。 

●実績 通いの場12か所を対象に計17回実施 

     参加者には日常生活で良い変化が生まれ、支援が必要な方には、必要な支援

に取り組むことができた。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ご

と」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。 

地域包括ケアシステムは、この実現のための仕組み。 

 

重層的支援体制整備事業 

分野を超えた支援者のネットワークで、チームで「寄り添う」「つながる」でより良い福

祉の提供に向けた取り組み。地域共生社会実現のため、取り組むべき事業の一つ。 

 

令和２年度以前の相談支援の状況 

●複雑複合化した課題を持つ狭間の世帯の相談が増加 

・一番最初に相談を受けた機関では、ただただ疲弊 → 抱え込み 

・機関同士連携不足 １対1の協議・相談      → 押し付け合い 

・狭間の事例の担い手は             → あいまい、忘れさられる 

 （既存制度や部署対応では限界 例：８０５０世帯・ひきこもり・ヤングケアラー等） 

令和２年５月に 「福祉まるごと相談窓口」 

令和３年１月に 官民共同「尾道市地域共生包括化推進会議」設置 

            「重層的支援体制整備事業への移行準備事業」 



令和６年度から 孤独・孤立対策と連動した「重層的支援体制整備事業」 

おのまる会議開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）広島県「小中学校における個別最適な学びと校内フリースクールについて」 

 広島県教育委員会 学校センター所長(兼) 学びの変革推進部 個別最適な学び担当課長 

蓮浦顕達氏にご説明いただいた。 

はじめに、広島県教育委員会における不登校支援センターの位置づけとして、組織図から

学びの変革推進部－個別最適な学び担当（令和元年度設置）－SCHOOL'S分室・不登校支援セ

ンター（令和３年度設置）・人材育成担当・企画調整担当がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

とりわけ、令和３年度内に不登校支援センターを新設し、令和７年度は、兼務も含めて 15

名の職員で県内の不登校等児童生徒を支援する取組を進めている。不登校支援センターは、

センター長１名、指導主事等 14 名（SCHOOL"S"常駐４名を含む）。 

なぜ、不登校支援センターを個別最適な学びの担当の中に位置づけたのか。それは、全て

の児童生徒の「主体的な学び」の実現のため。主体的に学ぶことが難しい児童生徒⇒自己肯

定感が低い、学ぶ楽しさ・できる喜びを感じた経験が少ない⇒個別最適な学びの推進（令和



元年度～個別最適な学び担当を新設）一斉指導を前提としたカリキュラムだけではなく、子

どもの実態に応じた多様な"選択肢"と"自己決定"を意識した教育活動の推進を図っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県内の状況として、児童生徒不登校の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関す

る調査から、平成 30 年度から令和５年度までの推移を見ると実に約 2.3 倍になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不登校、不登校傾向及び特別な支援が必要な児童生徒への支援を行う不登校ＳＳＲ（スペ

シャルサポートルーム）推進校全 54 校（18 市町、15 小学校、38 中学校、１義務教育学校 



※県立学校２校を含む）を指定し、学習支援等による不登校の未然防止及び不登校等児童生

徒の社会的自立に向けた支援の強化、充実を行っている。 

教室への復帰を目的とせず、誰かに相談する力、自分の強みを生かす力、苦手な場面で SOS

を出せる力を育んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心な居場所（環境整備）、個々の状況に応じて成長できる場所→相談する力・自

分の強みを知り、生かす力を育む。 

適切なアセスメントの実施、身につけたい目標を設定（長期目標・短期目標）、児童生徒・

保護者との面談等による共通理解。 

ＦＤＰ（Five Different Positions）判定指標（メンタルヘルス、思考（認知）、対人関

係、ストレス耐性、環境）の活用、ＦＤＰアセスメント記録シート、個別サポート計画。 

広島県におけるこれまでの取組、不登校ＳＳＲ推進校（県内 54校）への支援（支援コー

ディネーターの教員が中心となって取り入れた学習活動例：れんげサービス、イベント企画

／実施など）広島県教育支援センターSCHOOL"S"による支援→個々の児童生徒の社会的自立

に向けた成長を支援・オンライン、来室での利用、探究タイム。 

 



市町教育支援センターと共有、事例中学生のエピソード→209 名の利用。不登校等児童生

徒への支援の在り方・考え方の理解の促進。教育センター・学びプラス、研修等への指導主

事の派遣、研究セミナー、保護者向けイベント→つながろうフェス 2025 の開催、マナビノ

ラボ、市町教育支援センターへの相談員の派遣、教職員向けで安全・安心な学習風土・学級

風土の醸成で居場所づくりを行い主体的な学びの実現に向ける。居場所づくり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



続いて、広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 義務教育指導課長 松尾真理氏から

『常石ともに学園』について説明いただいた。 

令和４年４月、再編後の常石小学校の施設を活用して、「常石ともに学園（イエナプラン

教育校）」が開校。イエナプラン教育とは、１～３年生、４～６年生による異年齢集団を基

本単位として教育活動を行う。「対話」「遊び」「仕事（学習）」「催し（行事や祝い）」

の４つの活動を基本に、子ども一人一人の個性を尊重しながら自立と共生を学ぶ。 

教室を「リビングルーム」として捉え、安心して過ごせる環境をつくっている動画を見せ

ていただいた。４つの基本活動、１対話、２遊び、３仕事、４催し、ワールドオリエンテー

ション（春夏秋冬）→探究。コア・クオリティ、ともに学びともに成長する。さらに学びが

面白くなるオープンスペース。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 所   感 

 （１）徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト事業について」 

高齢化率約 53％、人口約 1,300 人の小さな町「上勝町」の一般廃棄物処理におい

て、「野焼き」から焼却施設導入の失敗（ダイオキシンの発生）により、止むに止ま

れず町民の協力を頂き、「自己搬入と分別」を行ったとのこと。特筆すべきは、町民

の方々の協力が得られたことである。 

説明いただいた野々山氏（合同会社パンゲア）は、「町民は分別は概ねしたくな

いが本音。しかし、協力するのは、彩事業（葉っぱビジネス）で国内外から注目さ

れ、認知の欲求が満たされたため。２度目をするのは出来た。」と話している。（自

分が褒められることにより、認知の欲求が満たされる）行政運営は、市民の主体的

な協力をいかに取り付けられるかが大きなポイントだと思う。 

 

 （２）広島県尾道市「地域包括ケアシステムの取組について」 

基本構想では、人材、資源、広域拠点性の３つの「尾道オリジナル」をさらに高

めていき、独創的なまちづくりを展開するとのこと。また、10 年前の第６期高齢者



福祉計画により、基本理念、めざす姿を幸齢社会おのみちと変えたとのこと。 

歳を重ねるごとに幸せを感じられる社会、人生 100 年時代にピッタリの表現と考

える。目指す姿、理念が明確で解り易いと感じた。 

尾道市の３つの地域包括ケアシステムも、これまでの歴史や医療環境などの地域

特性をうまく取り入れ、主体性、自立性ある多職種連携等、地域の一体的ケアな取

組をしている事はすばらしいと感じた。その中でもリハビリ体操の指導者が約 500

人、90歳台の方もおられるとのこと。驚きとともに、まさしくこれが理想的姿では

と感じた。 

55 年前、1970 年代から医療と予防の融和で「寝たきりゼロ作戦」を行ってきた

など、これまでの先進的な、さらに、地道な日常の活動が今日の尾道市の地域包括

ケアシステムの土台となっていることがよく理解できた。 

 

 （３）広島県「小中学校における個別最適な学びと校内フリースクールについて」 

広島県教育委員会の取組は、児童生徒不登校の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査から不登校児童生徒数の推移を見ると、平成 30 年度から令和

5年度まで推移を見ると実に約 2．3倍になっている。不登校児童生徒数の増加に対

応するため、県と市町が一体となって、不登校、不登校傾向及び特別な支援が必要

な児童生徒への支援を行う不登校ＳＳＲ（スペシャルサポートルーム）推進校全 54

校を指定し、学習支援等による不登校の未然防止及び不登校等児童生徒の社会的自

立に向けた支援の強化、充実を行っていることは大変感銘を受けた。 

現状をしっかりと把握し課題・問題点を洗い出し、連携して全ての児童生徒の「主

体的な学び」の実現のためのメニュー（ＳＳＲ・実証研究・SCHOOL"S"・ひろしま学

びプログラムの実施・フリースクール等民間団体との連携体制・不登校児童生徒へ

の支援の在り方考え方の理解促進など）、また、ＦＤＰ判定使用の活用を充実させ

ていた。さらに今後に向けて、問題意識を共有していた先生方の熱い思いと連携が

大きなキーワードだと思う。 

 

７ 調査による石巻市への政策提言等について 

 （１）徳島県上勝町「ゼロ・ウェイスト事業について」 

市民の身近なごみ処理対策において、市民の意識高揚や協力は必要不可欠。今後の

ごみ処理対策の方向性は、分別の徹底と循環型社会の形成であり、具体的には、ごみ

の排出抑制、資源の再生利用、焼却施設の高効率化、広域での処理体制の構築である。

そしてポイントは、住民の積極的な協力である。 

廃棄物対策に関しての市民提案コンテストやモデル地区の設定など、市民が褒めら

れ、認知の欲求が満たされる「仕組み」を検討する事も必要ではないかと思う。 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NABN_jaJP962JP972&cs=0&sca_esv=a635e86d0750cab2&sxsrf=AE3TifO89Lv80pc4r7jlM7Gjmm56zSmfBg%3A1755566426789&q=%E9%AB%98%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96&sa=X&ved=2ahUKEwiM6u7J2pWPAxXW1zQHHafyGyMQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfCstWmZ5R3wrVmIrklVEGMxSJoIFZFjm--yOhJ2vUCUFRTzd_RHspDicdEjlVwA49g0jkPnXn9JG0BF2zFle6omV4jFadjfhBaEm77O3-7newqOzZnWtm7yP6tgVwetxLbHeFGZ678FqLURa6kp409NeyB0ZNVjtcMGtmWGnN_uX2Y&csui=3


（２）広島県尾道市「地域包括ケアシステムの取組について」 

本市でも石巻市地域福祉計画（第４期）を基本として活発に取組が行われている。

数々ある取組の中で、特に尾道市自立支援型地域ケア会議が参考になるのではと考え

る。この会議において多職種から専門的な助言を得ることが、本来の介護予防に資す

る。お互いの信頼関係があればこその事業ではと考える。 

新たな社会資源の開発や政策形成にもつなげられる取り組みを是非本市でも取り

入れて頂くことを提案したい。また、「幸齢」の用語も取り入れ、「幸齢社会いしの

まき」を全庁で目指したいものである。 

 

 （３）広島県「小中学校における個別最適な学びと校内フリースクールについて」 

不登校の現状について、宮城県は、全国でも不登校生徒数が多い県であり、中でも

石巻圏域が群を抜いている現状である。文部科学省の調査でも、特に中学１年生の不

登校生徒数が多いことが明らかになっている。不登校の原因としては、無気力や友人

関係の問題、学業の不振、情緒的な混乱、親子関係の問題などが挙げられている。特

に中学生では、学校生活に関わる問題が多く見られる。 

宮城県の不登校児童生徒を支援する取組は、相談窓口の設置、教育相談センターの

活動、情報共有、未然防止策などが行われているが、居場所やフリースクール、市町

村との連携などまだまだである。石巻市が率先して県との連携を深め、児童生徒が「主

体的な学び」が実現できるよう教育に力を注いでいただきたい。 

 

 

８ 調 査 経 費  ４４０，８１８円 
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